
 土地区画整理法第１００条第１項の規定による京都都市計画（京都国際文化

観光都市建設計画）都市計画事業崇仁北部第二地区土地区画整理事業の下記に

記載する者に対する使用収益停止通知は，送付すべき場所を確知することがで

きないので，同法第１３３条第１項及び同条第２項において準用する同法第７

７条第５項の規定により，当該通知書の送付に代えてその内容を当該右欄のと

おり公告します。 

  平成２９年１０月１０日  

             京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

                          都市計画事業崇仁北部第二地区土地区画整理事業 

                 施行者 京都市 

                        代表者 京都市長 門 川 大 作 

 

書類の送付を受けるべき者の氏名及び

判明している最後の住所 

通知の内容 

竹内 八之助 

京都市下京区東洞院七条下る東塩小

路町 

土地区画整理法第１００条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業崇

仁北部第二地区土地区画整理事業の

使用収益停止通知（別紙のとおり） 

 

 





京都都市計画京都都市計画京都都市計画京都都市計画（（（（京都国際文化観光都市建設計画京都国際文化観光都市建設計画京都国際文化観光都市建設計画京都国際文化観光都市建設計画） ） ） ） 

都市計画事業 崇仁北部第二地区土地区画整理事業 都市計画事業 崇仁北部第二地区土地区画整理事業 都市計画事業 崇仁北部第二地区土地区画整理事業 都市計画事業 崇仁北部第二地区土地区画整理事業 

    

    

    

    

    

使用収益を停止する宅地の位置図 

京都市下京区 

川端町 53番地 
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（都市計画局住宅室すまいまちづくり課） 


